
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和６年８月２６日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 わたなべさつ子

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

高齢者の外出支援の促進について

本市の令和６年４月１日現在の総人口は６１，０７７人で

世帯数は２５，７６６世帯である。６５歳以上の老年人口は

１０，５９８人（１７．４％）、うち７５歳以上は５，６６８

人（９．３％）である。

高齢者になるほど移動に制約を受けるので、各自におい

て交通手段の獲得は生活を維持するために必要不可欠な課

題である。

Ｎ-バスは令和３年度に路線再編、令和４年度に運賃の改
正が行われた。

⑴ Ｎ-バスについて
ア 令和３年度から令和５年度までの年度ごとの全乗車

数と無料乗車数と有料乗車数はどのようになっていま

すか。有料乗車率はどのようか。

イ 令和３年度から令和５年度までの年度ごとの運行経

費総額と料金収入と国補助金はどのようか。また、市の

負担額はどのようになっているか。

ウ 令和３年度の路線再編後、市民からの要望はあるか。

⑵ 高齢者外出促進事業の利用者数はどのようか。

⑶ 買い物リハビリはどのように活用されているか。

⑷ 地域いきいきライフ推進事業の利用者数はどのよう

か。

⑸ 定期的な公共交通利用実態調査はどのように反映され



ているか。

２

自衛官募集に関する情報提供について

本市は令和５年１２月に市ホームページで、自衛隊への

情報提供に対する除外申請制度について周知した。また令

和６年４月号広報にも掲載し、４月１日から５月１５日ま

で申請の受付を行った。

市はその後、除外申請者を除き、今年度１８歳になる男

女の氏名、生年月日、住所及び性別の４情報を、令和５年

度と同様、ＰＤＦデータで自衛隊に提供した。

自衛隊への情報提供は、閲覧のみとするべきではないか。

３

市の農業政策について

農業経営基盤強化促進法が改正され、令和５年４月から、

従来の「人・農地プラン」が「地域計画」として法律に位置

づけられた。この「地域計画」は地域での話合いにより、目

指すべき将来の農地利用の姿を明確化するもので、全国の市

町村において令和７年３月末までに策定することになって

いる。

⑴ 本市における地域計画策定に向けた進捗はどのよう

か。

⑵ 令和６年３月に市内の農地所有者と耕作者に向けたア

ンケートを実施したと聞いたが、その結果はどのようで

あったか。

⑶ 地域での話合いは、どのような人を集め、どのような

意見が出たか。

⑷ 地域計画を策定し実行することにより、どのような農

業の課題解決につながると考えているか。

４

マイナンバーカードと国民健康保険証との紐付け等につい

て

令和６年３月末時点における本市のマイナンバーカード

の保有枚数は４６，９７１枚（７７．０％）となっている。

マイナンバーカードの有効期限は発行日から１０回目の

誕生日までであり、１８歳未満は５回目の誕生日となって

いる。有効期限を過ぎた場合にはマイナンバーカードを本

人確認として使えなくなるので有効期限内に更新が必要で

ある。

⑴ 令和６年度中に１０回目及び５回目の誕生日を迎え更



新が必要となる人は何人か。

⑵ 令和６年７月現在マイナンバーカードと国民健康保険

証が紐付けされている人数はどのようか。

⑶ マイナ保険証としての利用登録の解除の手続きについ

てはどのようか。

⑷ 厚生労働省は医療費の給付適正化への取組として、子

ども医療費の「窓口負担復活」を促す評価指標を市町村

に通知した。本市は令和６年１０月から、１８歳までの

医療費を通院・入院に関わらず無償化するが、この決定

に変更はないか。


